
番 号 ２ 

事 業 名 ため池等整備事業（一般） 地 区 名 御霊地区 

着 工 年 度 平成２０年度 関係市町村名 南房総市 

事業完了年度 平成２４年度 事業主体名 千葉県 

〔事業内容〕 

１ 受益面積   １２．０ｈａ 

２ 事 業 費    １２０，１３３千円 

３ 工   期   平成２０年度～平成２４年度 

４ 事 業 量  ・堤体工  Ｌ＝６２ｍ 、Ｈ＝６．８２ｍ 

         ・堤体保護工  法枠ブロック（自然石詰） Ａ＝７６０㎡ 

         ・洪水吐工   Ｎ＝１か所 Ｑ＝２．７０㎥/sec 

         ・取水施設工   斜樋   φ１００ｍｍ×１０（ため池栓） 

                               緊急放流 φ２５０ｍｍ×１ 

底樋   φ１０００ｍｍ×１ 

内 部 評 価 結 果 

 

堤体及び洪水吐等の改修により、ため池本体の安定性が確保されたことで決

壊等による下流域への災害発生に関する危険性が低減された。 

併せて、ネットフェンス等の安全施設の設置により、ため池及び洪水吐への

転落に対する安全性も確保された。 

また、取水施設の改修によって農業用水の安定供給が図られ操作性も向上し

た。 

被害想定地域の住民やため池を利用する農家は、安全性が確保された点や、

堰の自然環境についても親しみを感じている点など、事業による改修を高く評

価している。 

   

以上より本地区は【ＡＡＡ】事業計画以上の効果が得られている。  

審 議 結 果 
該当するものの( )に○印を記入 

(○)【ＡＡＡ】事業計画以上の効果が得られた 

( )【ＡＡ】事業計画どおりの効果が得られた 

( )【 Ａ 】概ね事業計画どおりの効果が得られた 

( )【 Ｆ 】事業計画どおりの効果が得られなかった 

審 議 会 意 見 
 事業計画以上の効果が得られた。 

 

今後の維持管理を継続的に行うため、地域の財産であるため池の歴史的価値

を次の世代に伝えていただきたい。 

 

 

 

 

事 後 評 価 結 果 


